
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

新潟都市計画 地区計画の変更（新潟市決定） 

鳥屋野大島地区地区計画を次のように変更する。 

名  称 鳥屋野大島地区地区計画 

位  置
新潟市中央区鳥屋野字中沼、同区鳥屋野字東割前、 

同区大島字割前、同区女池字西前沢の各一部 

面  積 約３１．３ヘクタール 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

地区計画の 

目標 

本地区は、新潟駅の南西約３キロメートルに位置し、国道８号新潟バイパス女池イン

ターチェンジに近接するとともに、地区沿線をにいがた基幹バス「りゅーとリンク」が

運行し、交通の利便性が高い地区である。

また、土地区画整理事業により、道路、公園、下水道等の都市基盤が整備され、 

市道南７－２６８号線から西側は利便性の高い住宅地、同市道の東側は業務系主体の既

存の土地利用と調和した業務地として良好な市街地形成が図られる地区である。 

このため、地区計画を策定し、建築物等の適正な規制・誘導を行うことにより、良好

な住宅地及び業務地を形成し、かつ保全することを目標とする。 

土地利用の 

方針 

市道南７－２６８号線から西側については、戸建住宅を主体とした低層住宅地ととも

に、住宅と共存可能な生活利便施設の誘導を図る利便性の高い住宅地を形成する。

既に多くの業務施設が立地している市道南７－２６８号線から東側については、周辺

の居住環境に配慮しながら、業務施設の集積を誘導し、活力ある業務地の形成及び保全

を図る。

地区施設の

整備方針 

１．道路 

新たな土地利用により生じる交通の円滑な処理と歩行者の安全性・快適性向上のため、

歩行者空間を有する区画道路を適切に配置し整備する。 

２．公園 

住宅地区の街区単位を基本に、身近な居住者の憩いや地区コミュニティの形成の場と

して公園を適切に配置し整備する。 

建築物等の 

整備の方針 

１．Ａ地区（低層住宅地区） 

低層住宅地としての良好な環境の形成及び保全のため、建築物の用途、敷地面積の最

低限度、高さの最高限度、盛土の高さ、壁面位置及びかき又はさくの構造について制限

を行う。

２．Ｂ地区（一般住宅地区） 

住宅のほか、住宅と共存可能な生活利便施設を誘導するため、建築物の用途、敷地面

積の最低限度、高さの最高限度、盛土の高さ、壁面位置及びかき又はさくの構造につい

て制限を行う。

３．Ｃ地区（生活利便施設地区） 

周辺の住環境と調和した利便性の高い生活利便施設を誘導するため、建築物の用途、

敷地面積の最低限度、高さの最高限度、盛土の高さ、壁面位置及びかき又はさくの構造

について制限を行う。

４．Ｄ地区（生活利便施設・業務地区） 

隣接する住宅地の居住環境に配慮しながら、利便性の高い生活利便施設や業務施設

を誘導するため、建築物の用途、壁面の位置について制限を行う。 

５．Ｅ地区（業務地区） 

業務の利便性を向上させるため、建築物の用途の制限を行う。

緑化の方針 
緑豊かな市街地環境の形成を図るため、公園や区画道路の街路樹等との緑の連続性に

配慮し、宅地の沿道緑化を推進する。 
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地

区

整

備

計

画

地区施設の 

配置及び規模 

区画道路１号 幅員８．０・９．０メートル 延長 約４８６メートル 

区画道路２号 幅員９．０メートル     延長 約４６３メートル 

区画道路３号 幅員８．０・９．０メートル 延長 約３９３メートル 

区画道路４号 幅員９．０メートル     延長 約４７２メートル 

公園１号 約 ５５０平方メートル 

公園２号 約 １，１２０平方メートル 

公園３号 約 １，０２０平方メートル 

地
区
の
区
分

区分の名称 
Ａ地区

（低層住宅地区）

Ｂ地区

（一般住宅地区）

Ｃ地区

（生活利便施設地区）

Ｄ地区 

（生活利便施設・業務地区）

Ｅ地区 

（業務地区）

区分の面積 約８．４ヘクタール 約５．３ヘクタール 約１．５ヘクタール 約２．０ヘクタール 約１４．１ヘクタール

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築行為の制限 
別紙「土地区画整理事業予定区域図」に掲げる区域内においては、土地区画整理法（昭和 29 年法律第 109 号）第 9 条第 3 項又は第 21 条第 4 項の公告の前日までは、建築物を建築してはならない。 

※平成  23 年 9 月 28 日

建築物の 

用途の制限 

次に掲げる建築物以外の建

築物は建築してはならない。 

(1) 住宅 

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下

宿 

(3) 住宅で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼

ねるもの 

(4) 店舗、飲食店その他これ

らに類する用途に供するも

ののうち建築基準法施行令

（昭和 25 年政令第 338 号。

以下「令」という。）第 130

条の 5 の 3 で定めるもので

その用途に供する部分の床

面積の合計が１５０平方メ

ートル以内のもの（3 階以

上の部分をその用途に供す

るものを除く。） 

(5) 学校（大学、高等専門学

校、専修学校及び各種学校

を除く。）、図書館その他

これらに類するもの 

(6) 派出所、公衆電話所その

他これらに類する公益上必

要な建築物 

(7) 診療所 

(8) 公衆浴場 

次に掲げる建築物以外の建

築物は建築してはならない。 

(1) 住宅 

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下

宿 

(3) 住宅で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼

ねるもの 

(4) 店舗、飲食店その他これ

らに類する用途に供するも

のでその用途に供する部分

の床面積の合計が１，０００

平方メートル以内のもの（3

階以上の部分をその用途に

供するものを除く。） 

(5) 事務所でその用途に供す

る部分の床面積の合計が

１，５００平方メートル以

内のもの（3 階以上の部分

をその用途に供するものを

除く。） 

(6) 学校（大学、高等専門学

校、専修学校及び各種学校

を除く。）、図書館その他

これらに類するもの 

(7) 派出所、公衆電話所その

他これらに類する公益上必

要な建築物 

次に掲げる建築物以外の建

築物は建築してはならない。

(1) 住宅 

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下

宿 

(3) 住宅で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼

ねるもの 

(4) 店舗、飲食店その他これ

らに類する用途に供するも

のでその用途に供する部分

の床面積の合計が１，５００

平方メートル以内のもの（3

階以上の部分をその用途に

供するものを除く。） 

(5) 事務所でその用途に供す

る部分の床面積の合計が

１，５００平方メートル以

内のもの（ 3 階以上の部分

をその用途に供するものを

除く。） 

(6) 学校（大学、高等専門学

校、専修学校及び各種学校

を除く。）、図書館その他

これらに類するもの 

(7) 派出所、公衆電話所その

他これらに類する公益上必

要な建築物 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するも

のでその用途に供する部分の床面積の合計が３，００

０平方メートルを超えるもの 

(2) ホテル又は旅館でその用途に供する部分の床面積

の合計が３，０００平方メートルを超えるもの 

(3) 新潟市ラブホテル建築等規制条例（昭和59年新潟市

条例第1号）第２条第２号に掲げるラブホテル 

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに

類するものでその用途に供する部分の床面積の合計

が３，０００平方メートルを超えるもの 

(5) カラオケボックスその他これに類するものでその

用途に供する部分の床面積の合計が３，０００平方メ

ートルを超えるもの 

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他これらに類するものでその

用途に供する部分の床面積の合計が３，０００平方メ

ートルを超えるもの 

(7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場でその用途に供す

る部分の床面積の合計が３，０００平方メートルを超

えるもの 

(8) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール

その他これらに類するものでその用途に供する部分

の床面積の合計が３，０００平方メートルを超えるも

の 

(9) 建築基準法（昭和 25年法律第20 1号。以下「法」と

いう。）別表第２(と )項第３号に掲げる工場 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿。ただし、こ

の制限の適用の際現に存在する法第４２条第１

項第１号及び第５号に規定する道路又はこの制限

の適用以前に都市計画法（昭和4 3年法律第1 00

号）第2 9条第１項に基づき開発許可を受けた区

域内における法第４２条第１項第２号に規定す

る道路に接する敷地は除く。

(2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供す

るものでその用途に供する部分の床面積の合計が

３，０００平方メートルを超えるもの 

(3) ホテル又は旅館でその用途に供する部分の床面

積の合計が３，０００平方メートルを超えるもの

(4) 新潟市ラブホテル建築等規制条例（昭和 59年新

潟市条例第1号）第２条第２号に掲げるラブホテル

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これ

らに類するものでその用途に供する部分の床面積

の合計が３，０００平方メートルを超えるもの 

(6) カラオケボックスその他これに類するものでそ

の用途に供する部分の床面積の合計が３，０００

平方メートルを超えるもの 

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場その他これらに類するも

のでその用途に供する部分の床面積の合計が 

３，０００平方メートルを超えるもの 

(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場でその用途に

供する部分の床面積の合計が３，０００平方メー

トルを超えるもの 
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(9) 老人ホーム、保育所、身

体障害者福祉ホームその他

これらに類するもの 

(10) 老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに類

するもの 

(11) 自動車車庫で床面積の

合計が３００平方メートル

以内のもの（3 階以上の部

分をその用途に供するもの

を除く。） 

(12) 令第 130条の 6で定める

工場（3 階以上の部分をそ

の用途に供するものを除

く。） 

(13) 前各号の建築物に附属

するもの（令 130 条の 5 で

定めるものを除く。） 

(8) 診療所 

(9) 公衆浴場 

(10) 老人ホーム、保育所、身

体障害者福祉ホームその他

これらに類するもの 

(11) 老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに類

するもの 

(12) 自動車車庫で床面積の

合計が３００平方メートル

以内のもの（3 階以上の部

分をその用途に供するもの

を除く。） 

(13) 令第 130条の 6で定める

工場（3 階以上の部分をそ

の用途に供するものを除

く。） 

(14) 前各号の建築物に附属

するもの（令 130 条の 5 で

定めるものを除く。） 

(8) 診療所 

(9) 公衆浴場 

(10) 老人ホーム、保育所、身

体障害者福祉ホームその他

これらに類するもの 

(11) 老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに類

するもの 

(12) 自動車車庫で床面積の

合計が３００平方メートル

以内のもの（ 3 階以上の部

分をその用途に供するもの

を除く。） 

(13) 令第 130条の 6で定める

工場（ 3 階以上の部分をそ

の用途に供するものを除

く。） 

(14) 前各号の建築物に附属

するもの（令 130 条の 5 の

5 で定めるものを除く。） 

(10) 法別表第２（と）項第４号に掲げる危険物の貯蔵

又は処理に供するもの

(9) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホ

ールその他これらに類するものでその用途に供す

る部分の床面積の合計が３，０００平方メートル

を超えるもの 
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地

区

整

備

計

画

地区の区分の名称 
Ａ地区

（低層住宅地区）

Ｂ地区

（一般住宅地区）

Ｃ地区

（生活利便施設地区）

Ｄ地区 

（生活利便施設・業務地区）

Ｅ地区 

（業務地区）

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物の敷地面

積の最低限度 

１３５平方メートル １５０平方メートル 

－ －

ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地 

(2）土地区画整理事業の換地処分により生ずる土地で、同一人が使用し、又は収益すること

ができる権利を有している連続したすべての土地を建築物の敷地面積の最低限度以上に分

割して生じた残りの土地 

(3) 土地区画整理事業の換地処分により生ずる一筆の土地 

(4) この制限の適用の際、現に建築物が存する土地

建築物の高さの

最高限度 
建築物の高さは、地盤面より１２メートル以下とする。 

建築物の高さは、地盤面よ

り２０メートル以下とする。 － －

盛土の高さの制

限 

盛土の高さは、前面道路より０．５メートル以下とする。 

ただし、築山等についてはこの限りでない。 
－ －

壁面の位置の制

限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線から

１．０メートル以上、隣地境界線から０．７メートル以上離

さなければならない。 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面は、道路境界線か

ら１．５メートル以上、隣地

境界線から １．０メートル

以上離さなければならない。

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、市道南７－

２６８号線の道路境界線から１．５メートル以上離さな

ければならない。 

ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号

の規定による。 

(1) 独立した自動車車庫及び物置等で、軒の高さが 

３．０メートル以下のものについては、道路境界線か

ら１．０メートル以上離さなければならない。

(2) 独立した自動車車庫で、外壁を有さず、かつ、軒の

高さが３．０メートル以下のものについては、この制

限は適用しない。 

－

ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号の規定による。 

(1) 別紙「土地区画整理事業予定区域図」に掲げる区域以外の区域で１３５平方メートル未

満の敷地における建築物については、道路境界線から１．０メートル以上、隣地境界線か

ら０．５メートル以上離さなければならない。 

(2) 独立した自動車車庫及び物置等で、軒の高さが３．０メートル以下のものについては、

道路境界線から１．０メートル以上、隣地境界線から０．５メートル以上離さなければな

らない。

(3) 独立した自動車車庫で、外壁を有さず、かつ、軒の高さが３．０メートル以下のものに

ついては、この制限は適用しない。

かき又はさくの

構造の制限 

(1) 道路に面するかき又はさくの構造は、生垣とする。 

ただし、高さを道路面より１．０メートル以下としたもの、又はフェンス等で透視可能

なものとした場合はこの限りでない。 

(2) 隣地境界に面するかき又はさくの高さは、道路面より０．５メートル以下とする。 

ただし、生垣又はフェンス等で透視可能なものとした場合はこの限りでない。 

－ －

「区域、地区の区分及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

理由 

市道南７－２６８号線東側の用途地域変更に併せて地区計画区域の変更を行うとともに、変更区域内を地区区分して、業務の利便性向上と隣接する住宅地の居住環境に配慮するため、地区整備計画の建築物等に関する事項

を新たに定める。
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